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資料のポイント

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○2023年11月8日の中医協総会で「かかりつけ薬剤師・薬局」「重複投薬等」「医療用麻薬の
提供体制」「無菌製剤、自家製剤加算等」について、議論されました

○「夜間・休日対応」はかかりつけ薬剤師指導料の基準の一つですが常勤薬剤師数が少ない薬
局では対応が難しいことが課題として挙げられており、連携での対応やその周知について要件が
見直される可能性が考えられます
○「調剤後のフォローアップ」は、心不全や認知症などの疾患で、病院・診療所からのニーズが高
いことが示され、評価の対象となる疾患や薬剤が追加される可能性があります
○「医療機関等との連携」では、入院時の持参薬整理を評価した服薬情報等提供料３の算
定件数が低いことが示され、要件が緩和される可能性があります
また、介護関係者との連携の観点から新たな報告様式が作成される可能性があります
○調剤管理加算や服用薬剤調整支援料については、重複投薬解消やポリファーマシー対策へ
の取組実績のある薬局がより評価されるような点数の見直しが考えられます
○医療用麻薬の提供体制については、管理コストや不動在庫のリスクなど踏まえて麻薬の備蓄
体制に対する評価が実施される可能性が考えられます
○無菌製剤処理加算や自家製剤加算などについては、実態に合わせた要件の見直しが考えら
れます
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2024年度（令和6年度） 診療報酬改定のスケジュール

資料No.20231122-2079-p3
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○診療報酬改定に向けて、社会保障審議会が方針を決定し、内閣が改定率を決定し、
具体的な個別項目の改定についての議論は中医協総会とその下部組織で行われています

2023年12月20日頃 大臣折衝で改定率を決定

2023年秋以降
診療報酬改定の基本方針を議論

2023年12月頃
診療報酬改定の基本方針の策定

2023年4月以降
2024年度診療報酬のあり方を議論
（入院、外来、在宅など）

2023年11月頃
医療経済実態調査の結果報告

2023年12月○日
薬価・材料価格調査結果報告

2024年1月○日
診療報酬改定の論点整理（骨子案）

2024年1月○日（下旬）
診療報酬改定の個別改定項目（短冊）

2024年2月○日（上中旬）
診療報酬改定（点数を含む）案を答申

2024年1月○日
診療報酬点数の改定案の調査・審議を諮問

2024年3月5日？
官報告示、通知の発出、説明会の開催（オンライン）

2024年3月下旬（ここ最近は3月31日）
疑義解釈（事務連絡）の発出

社会保障審議会（医療保険部会など）

内閣 中央社会保険医療協議会
（中医協）

厚生労働大臣

2023年6月16日
「骨太の方針2023」を閣議決定。
財政運営上での社会保障政策方針を公表

参考：社保審医療保険部会資料（20170906）
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診療報酬改定時期を２ヶ月後ろ倒しした場合のスケジュール（案）

資料No.20231122-2079-p4
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疑義解釈・変更通知等

【診療報酬・調剤報酬・薬価改定のスケジュール・案（令和６年度）】

●令和6年度の薬価改定は、これまで通り、年度初めである令和6年4月1日より実施すると思われます
●介護報酬改定については、介護給付費分科会で施行日を診療報酬改定と合わせて6月1日とするか、これまで通り
年度初めとするかについて議論されています

【MPSコメント】

改定の後ろ倒しを検討する理由
●元々、３月初旬に告示通知を行い４月１日施行というタイムスケジュールではレセコン等のシステムベンダによる
医療機関へのシステム提供がタイトである
●疑義解釈等も告示通知後、直前（３月３１日）まで行われることが多く、直前のシステムへの対応などシステムの
無理が生じる可能性が高い
●施行後の疑義解釈も多くあり、医療機関が提供する医療サービスにも影響がある
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（背景）かかりつけ薬剤師指導料について

資料No.20231122-2079-p5
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○かかりつけ薬剤師が処方医と連携して患者の情報を一元的に把握して行う服薬指導等の業務は「か
かりつけ薬剤師指導料」で評価されています
○令和4年7月1日時点でのかかりつけ薬剤師指導料の届出割合は58.4%です
○かかりつけ薬剤師指導料の届出薬局は未届出薬局よりも服薬指導の加算の算定割合や、フォロー
アップの実施率、重複投薬等削減の取組の実施割合が高いことが報告されており、今後も取組が期
待されています

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出あり（35,382、58.4%） 届出なし（24,755、41.6%）かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料の
届出薬局数（令和4年7月1日時点）

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料から日医工（株）が抜粋し、加工

かかりつけ薬剤師指導料の加算の算定状況 ■かかりつけ薬剤師指導料 ■服薬管理指導料
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（背景）かかりつけ薬剤師指導料を届け出ていない理由
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○かかりつけ薬剤師指導料を届出ていない理由として「夜間・休日対応」が多く挙げられています
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かかりつけ薬剤師指導料の届出をしていない理由（n=128） （％）
保険薬剤師として３年以上の薬局勤務経験がある薬剤師がいないから

自薬局に週32時間以上勤務する薬剤師がいないから
自薬局に継続して1年以上在籍している薬剤師がいないから

研修認定制度等の研修認定を取得できないから
医療に係る地域活動の取組に参画していないか

夜間休日に患者からの相談に応じる体制がとれないから
患者負担金が増えることに抵抗がある

患者に書面同意を取ることに抵抗がある
薬剤師が複数店舗間を異動できなくなるから

その他

かかりつけ薬剤師指導料 79点（処方箋受付1回につき）

主な要件 ・薬の一元的・継続的な把握 ・薬の飲み合わせなどのチェック ・薬に関する丁寧な説明
・時間外（24時間）の相談体制 ・医師への情報提供 ・調剤後のフォローアップ
・残薬の整理 ・在宅療養が必要となった場合の対応 ・血液・生化学検査結果等をもとにした説明

施設基準 ・保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験 ・当該薬局に1年以上在籍
・当該薬局に週32時間以上勤務（育児・介護等時短勤務者特例あり） ・研修認定の取得
・医療に係る地域活動の取組に参画 ・患者プライバシーへの配慮

（参考）2023年11月8日中医協総会資料を参考に日医工（株）が作成
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（課題）薬局の夜間・休日対応体制
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○薬局の夜間・休日対応については、常勤換算薬剤師数が2人以下の薬局では、3人以上の薬局と比
較して、夜間・休日対応ができない割合が高いことが示され、夜間・休日対応していない薬局のうち、
複数の薬局と連携することで対応可能と回答した薬局が25.4%いたことが示されました

近隣の他薬局との連携による対応体制も認められるか？

0 20 40 60 80

夜間・休日対応の状況

薬剤師2人以下（n=297）

薬剤師3人以上（n=314）

自薬局のみで24時間対応している

近隣の保険薬局（同一グループの薬局以外）と連携
して24時間対応している

同一グループの薬局と連携して24時間対応している

24時間対応していない

未回答

（%）

対応している(n=407）, 66.5 対応していない
（n=193）, 31.5 

未回答（n=12）, 2.0 

複数の薬局との連携で対応可能（n=49）, 25.4 

複数の薬局との連携でも対応困難
（n=136）, 70.5 

未回答（n=8）, 4.1 

0 20 40 60 80 100
薬局の夜間・休日対応状況と複数の薬局との連携での対応可否

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が作成

（%）

診療側意見（医師）
・夜間・休日対応は重要だがどのような薬局と連携するの
かについてはよく検討する必要がある

診療側意見（薬剤師）
・夜間・休日対応は重要だが、1店舗当たりの薬剤師数が
2人以下の薬局が大半で薬剤師の負担が大きいことが
課題である
・自薬局での対応を原則としつつ地域での連携による体制
確保など、実現可能性も考慮した見直しが必要

MPSコメント
・かかりつけ薬剤師指導料の「時間外相談対応体制」は、
薬局薬剤師の働き方に配慮し、自薬局での対応を原
則としながらも地域での連携による体制でも認められるよ
うな要件に緩和される可能性が考えられます
・患者のための薬局ビジョンでは「全ての薬局をかかりつけ
薬局に」を目指しており、どの薬局もかかりつけ薬剤師指
導料の届出を目指すことが期待されています

支払側意見
・近隣の薬局との連携が少ない状況がわかった
・地域支援体制加算届出薬局との連携などを積極的に
進めることが重要ではないか
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（現状）調剤後のフォローアップ
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○調剤後のフォローアップとは、薬剤師が患者の来局後の服用期間中に、薬剤の使用状況や患者の状
態等を把握し、患者への服薬指導や情報提供、処方医への情報提供などを実施することです
○調剤報酬では、「服薬管理指導料」の要件で、必要に応じてフォローアップを実施することや「調剤後
薬剤管理指導加算」「麻薬管理指導加算」「特定薬剤管理指導加算２」「かかりつけ薬剤師指導
料」の要件に調剤後のフォローアップが規定されています

調剤報酬 フォローアップ対象者 要件（フォローアップ関連）
服薬管理指導料 薬剤師が必要と認めた患者 薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、服薬状況等に

ついて、薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等を実施する。
麻薬管理指導加算 麻薬服用患者 電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況等について確認し、必要な薬学

的管理指導を行う。
特定薬剤管理指導加算２ 抗がん剤及び支持療法に係る薬

剤を服用している患者
悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により服用状況、副作
用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供す
る。

調剤後薬剤管理指導加算 新たにインスリン製剤等が処方され
た患者、インスリン製剤等の処方
に変更があった患者

調剤後に電話等により、使用状況、体調の変化の有無等について患者に確認する等、
必要な薬学的管理指導を行い、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供
する。

かかりつけ薬剤師指導料 調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医
に情報提供し、必要に応じて処方提案する。（患者の希望等に応じて定期的に）

【要件にフォローアップの規定がある調剤報酬】

実施あり, 61.4% なし, 34.3%
未回答, 4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

フォローアップの実施状況
（患者数n=996）

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が作成
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調剤後のフォローアップが必要と考えられる疾患
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心不全患者に対するフォローアップの評価が新設されるか？

○第2期循環器対策推進基本計画では、かかりつけ薬剤師・薬局による服薬アドヒアランスの向上に資
する薬学的管理・指導が取り組むべき施策として記載されています
○心不全の再入院の要因として、「治療薬服用の不徹底」が挙げられており、再入院の防止には退院後
の継続的な薬学的管理により適切な服薬の継続が必要です
○心不全においては診療所・病院からのフォローアップのニーズが高い傾向にあることが示されました

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が作成5.7%

61.2%

42.5%

52.3%

48.6%

48.3%

44.8%

49.7%

70.4%

3.3%

31.7%

32.4%

60.1%

29.1%

43.7%

35.7%

50.5%

54.8%

4.0%

45.1%

19.8%

39.1%

25.8%

24.5%

30.0%

44.8%

69.3%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

悪性腫瘍

精神疾患

認知症

血栓塞栓症

心不全

COPD

ぜんそく

糖尿病

薬局（n=1,008） 診療所（n=398） 病院（n=348）

（薬局）フォローアップの必要がある疾患/（病院・診療所）フォローアップしてほしい疾患 診療側意見（薬剤師）
・フォローアップ業務を評価する疾患を拡大してほしい

診療側意見（医師）
・評価を拡充するのであれば実施されたフォローアップが専
門的な知見による対応であったかについて確認ができるか
も含めて検討すべき
・心不全患者に対する地域連携が深まるよう進めてほしい

支払側意見
・フォローアップの推進に異論はない

MPSコメント
・フォローアップの評価対象に心不全が追加される可能性
があります
・委員から意見は出ませんでしたが、厚労省事務局からは
認知症についてもフォローアップのニーズが高いことに言及
されており、認知症が対象となるかも注目されます
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糖尿病患者のフォローアップ
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本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○糖尿病患者のフォローアップを評価した調剤後薬剤管理指導加算は対象となる薬剤が限定されてい
ます(現行ルールではインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が対象）
○医療機関からは薬の種類によらずアドヒアランス不良がある（起こりうる）場合に、薬剤師によるフォ
ローアップを指示するとの回答が多く挙げられ、薬剤の範囲拡大が提案されました

糖尿病治療薬は全て対象薬剤に含まれるか？

2.9%

28.2%

58.6%

69.5%

66.4%

56.9%

35.9%

48.6%

3.3%

20.6%

44.7%

58.5%

50.8%

50.8%

22.9%

35.9%

0% 50% 100%

診療所 病院

糖尿病患者のうち、どのような患者の場合、薬局に指示するか
（経口薬処方）

初めてSU剤を処方する患者

初めてDPP4阻害薬等の
SU剤以外を処方する患者

糖尿病薬の種類が変わった患者

糖尿病薬の服用方法を
誤って覚えている患者

糖尿病薬のアドヒアランスが
良くない患者

副作用の発生の恐れがある患者

他の疾患を併発している患者

その他
2.3%

23.9%

45.4%

56.9%

67.2%

65.2%

57.8%

64.4%

79.6%

3.5%

16.1%

25.9%

35.7%

51.3%

40.2%

43.5%

47.0%

65.6%

0% 50% 100%

診療所 病院

糖尿病患者のうち、どのような患者の場合、薬局に指示するか
（注射薬処方）

初めてインスリンを処方する患者

初めてGLP-1等のインスリン以外の
注射薬を処方する患者

糖尿病薬の種類が変わった患者

糖尿病薬の服用方法を
誤って覚えている患者

糖尿病薬のアドヒアランスが
良くない患者

副作用の発生の恐れがある患者

糖尿病薬の補助具が必要な患者

他の疾患を併発している患者

その他

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が作成MPSコメント ・特に反対意見もなかったことから、全ての糖尿病治療薬が対象となる可能性があります
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（背景）医療機関、介護関係者との連携

資料No.20231122-2079-p11

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現に向けて、
薬局・薬剤師には医療機関との連携、介護関係者との連携が求められています
○調剤報酬では、医療機関等への情報提供を評価した「服薬情報等提供料」などがあり、介護報酬の
居宅療養管理指導費では「ケアマネジャー等からの求めがあった場合に必要な情報提供を行うこと」とさ
れています
○同時改定に向けた意見交換会では、高齢者施設等における薬剤管理も重要なテーマとして挙げられ
ており、これまで以上に、医療機関・介護施設等との連携が重要視されています

【薬局における服薬情報等の提供イメージ】

（参考）2023年11月8日中医協資料を基に日医工（株）が抜粋し、加工
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薬剤師の判断による情報提供（服薬情報等提供料２）について

資料No.20231122-2079-p12

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○服薬情報等提供料２は、薬剤師の判断により医療機関に情報提供した場合又は薬剤師の判断に
より患者等へ情報提供した場合に算定できる点数です
○服薬情報等提供料２の算定件数が増えていることや、情報提供先が「医療機関」「患者家族等」の
どちらかに集中している薬局が多いことが示されました

内容の精査は次回以降検討か？

診療側意見（薬剤師）
・医療機関との連携をより密にし、必要な情報提供を行いたい

診療側意見（医師
・服薬情報等提供料の見直しを行うに当たっては、情報提供の結果どのよ
うな効果が得られたのかという視点での検討が必要

MPSコメント
・前回の議論では提供する内容の精査について提案されましたが、具体的
に点数や要件の改定に直接関連するような意見は挙げられておらず、要
件の見直しが行われるかは不透明な状況です

（参考）2023年11月8日中医協資料を基に日医工（株）が抜粋、作成

服薬情報等提供料の算定状況の年次推移

医療機関の
み, 41.3%

医療機関と患
者等, …

患者等のみ, 
32.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

服薬情報等提供料２の算定状況の内訳（薬局数n=259）
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入院時の持参薬整理（服薬情報等提供料３）について

資料No.20231122-2079-p13

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○服薬情報等提供料３は、医療機関からの依頼を受けて入院予定患者の服用薬の一元的把握や整
理を行い、医療機関に文書で情報提供した場合に算定できる点数です
○薬局が持参薬の整理をすることは、医療機関の負担やリスクの軽減につながることがメリットとして多く挙
げられている一方、医療機関から実際に薬局へ依頼する割合が低く、薬局で算定しない理由としても
「医療機関からの依頼がないため」が最も多く挙げられています

要件の「医療機関からの依頼」が緩和されるか？

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が抜粋

診療側意見（薬剤師）
・入院時の持参薬整理を薬局が行うことで医療機関の業務負担軽減につ
ながっており、推進するような方策が必要

支払側意見
・服薬情報等提供料３の算定件数が少なく取組が進んでいない
・薬局がより積極的に連携に参画することが重要

MPSコメント
・薬局が入院時の持参薬整理の有用性は評価されていますが、算定には
医療機関からの依頼が必要なため、算定件数としては進んでいません
・薬局がより取り組みやすくなるよう「医療機関からの依頼」の要件が必須
ではなくなる可能性も考えられます
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ケアマネジャー（介護支援専門員）等との連携について

資料No.20231122-2079-p14

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○ケアマネジャーへの情報提供は薬局の62%が実施しており、情報の提供により利用者の服薬状況が
改善していると報告されています
○在宅患者の服薬は患者の生活様式と薬剤の関係が重要で、ケアマネジャーからはそれらを踏まえた情
報が求められており、現在厚労省の研究班において、報告書様式の作成が検討されています

介護に特化した情報提供様式が作成されるか？

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が作成

9.7%

48.8%

26.2%

65.4%

52.8%

0% 20% 40% 60% 80%

多職種によるケアチームで協働して
服薬管理に関する取組を行うことができた

利用者の服薬の状況が改善された

得られた情報や助言に基づきケアプランの
見直しをした

サービス提供事業所と共有した情報が
サービス提供に活用された

利用者の生活意欲が改善した

服薬状況について関係機関と情報共有を行ったことによる、
利用者にとっての効果(介護支援専門員調査）

MPSコメント ・ケアマネジャー等介護関係者からの要望を踏まえた、報告書様式が作成されると予想されます

診療側意見（薬剤師）
・服薬状況だけでなく、嚥下や口腔機能、排便や睡眠の状況など、患者の生活情報を多職種で共有するにより有意義な連携が一層進められるような対応が必要

ケアマネジャーへの情報提供内容（n=621）回答施設割合

服薬状況の確認と残薬の整理 73%
医師の指示通りの服用が難しい場合の対応策の提案 54%
服用薬の副作用に関する情報提供 35%
薬物療法に関する助言 21%
患者の服薬状況に合わせた処方提案 16%
夜間休日を含む緊急時の医薬品の提供 7%
医療材料、衛生材料の提供 6％
麻薬の供給 3％
麻薬及び輸液製剤（注射剤）やそれに伴う機材の使
用に係る支援 2%

輸液等において薬剤の調製に関する助言 1%
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（現状）重複投薬、ポリファーマシー等の対策

資料No.20231122-2079-p15

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○薬局における重複投薬、ポリファーマシー、残薬解消の取組が重要視されており、調剤報酬改定でも
様々な項目の新設や見直しが行われています
○近年では、実績がある薬局がより評価されており、調剤管理加算の算定には過去1年に服用薬剤調
整支援料算定の実績が必要とされ、服用薬剤調整支援料２は実績のある薬局は高い点数が算定
できるようになっています

過去1年に服用薬剤調整支援料の算定実績が必要

（参考）2023年11月8日中医協資料を基に日医工（株）が抜粋し、加工
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調剤管理加算について

資料No.20231122-2079-p16

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○調剤管理加算は2022年度改定で新設された点数ですが、処方薬剤種類数が多い患者が対象と
なっていることから、減薬の取組に逆行するのではないかという懸念も挙げられていました
○一方、今回の調査では、調剤管理加算算定患者に対し、重複投薬や残薬解消への取組が一定程
度実施され、実際に多剤投与の解消につながった事例もあると報告されました

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が抜粋
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調剤管理加算について

資料No.20231122-2079-p17

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○調剤管理加算を算定している薬局は全体の約1割で、残薬解消や多剤投薬防止の取組が算定して
いない薬局よりも多く実施されていることが示されました

重複投薬等の解消の評価は、実績のある薬局の点数が引き上げられるか？

診療側意見（薬剤師）
・調剤管理加算対象患者への重複投薬等の解消の取組は一定の効果が示されており、引き続き取り組んでいくことが重要

支払側意見
・服用薬剤調整支援料は実績のある薬局に対する評価を上げるなどメリハリをより強化すべき
・調剤管理加算の新設は、多剤投与解消の取組に逆行する懸念があったが、ポリファーマシー対策が実施されていることがわかった一方で、加算を算定していな
い薬局でも一定程度取組が行われているため、評価の継続についてはしっかりと検討が必要

MPSコメント
・ポリファーマシー対策への取組実績（重複投薬・相互作用等防止加算や服用薬剤調整支援料の算定実績）のある薬局がより評価されるような点数の見
直しが考えられます

診療側意見（医師）
・重複投薬等の解消は処方医も対応しており、薬局だけでなく診療報酬全体の枠組みを踏まえて検討すべき

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が抜粋し、加工

■加算算定あり（薬局数：5,371） ■加算算定なし（薬局数：54,453）
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（現状）医療用麻薬の提供体制

資料No.20231122-2079-p18

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○在宅訪問を実施している薬局の9割以上が麻薬小売業者の免許をもち、そのうちの7割程度で半年
間の間に麻薬調剤の実績があります



日医工MPS

Copyright Ⓒ 2023 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.19

（課題）医療用麻薬の提供体制

資料No.20231122-2079-p19

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○薬局における医療用麻薬調剤の対応は、がん以外の患者にも実施されており、また不要となった麻薬
の説明や回収も必要です
○麻薬の調剤実績がある薬局から挙げられた課題として、管理コスト、不動在庫を抱えるリスクなど、備
蓄体制の課題が多く挙げられました

（参考）2023年11月8日中医協資料を基に日医工（株）が抜粋し、加工

7.7%

3.4%

60.9%

47.3%

20.8%

49.8%

44.0%

36.0%

1.1%

4.8%

84.8%

62.5%

32.1%

74.2%

67.0%

61.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

麻薬の備蓄体制に関する課題（令和5年1月～6月の実績有無別）

麻薬の調剤実績あり（n=546）
麻薬の調剤実績なし（n=414）

診療側意見（薬剤師）
・医療用麻薬は関係法令に従った厳格な管理が必
要であり、対応している薬局は大きな負担があり、
配慮が必要

支払側意見
・在宅も含めたようなニーズのある医療用麻薬の提
供体制について、不動在庫のリスクが課題として多
く挙げられており、対応として積極的な横展開（小
分け対応など）の検討も必要

MPSコメント
・管理コストや不動在庫のリスクなど踏まえて麻薬の
備蓄体制に対する評価が実施される見込みで、
評価の方法としては調剤料の加算（麻薬加算）
の上乗せか、体制加算として新たな評価の可能
性も考えられます

備蓄する医薬品が多くなり管理コストがかかる

突発的な麻薬の処方箋の応需により様々な規格の
麻薬を取り揃える必要がある

卸に発注しても該当する薬剤の手配まで時間が必要
である

地域の譲渡の体制が構築されていない

特定の患者にしか使用されない薬剤を準備しなけれ
ばならない

患者の容体変化にともない使用する薬剤が変更とな
るため不動在庫が発生するリスクがある

その他

課題はない

備蓄体制への評価が新設されるか？
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（課題）無菌製剤処理について

資料No.20231122-2079-p20

本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○注射薬の無菌製剤処理を評価した無菌製剤処理加算は、現行の要件では「２以上の注射薬を無
菌的に混合（麻薬の場合は希釈を含む）」した場合に算定できるとされています
○実際には、高濃度の医療用麻薬の投与が必要となる場合があり、希釈をせず原液で投与されるケー
スもあるものの、現行のルールでは無菌調製を行っても無菌製剤処理が算定できません

麻薬の原液投与の場合も加算の算定が認められるか？

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が抜粋

診療側意見（薬剤師）
・以前は希釈が普通であったが、原液投与が増
えている実態も踏まえて無菌製剤処理加算の
見直しを行っていただきたい

支払側意見
・（慎重派）希釈の有無については実態を詳
しく見た上での検討が必要
・（容認派）算定要件が実態と合わないので
あれば見直すべき

MPSコメント
・無菌製剤処理加算は、麻薬の原液投与の場
合も算定できるように要件が見直される可能
性があります
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（課題）自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算
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本資料は、2023年11月8日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○一定条件の下で錠剤を粉砕した場合に、自家製剤加算や嚥下困難者用製剤加算が算定できます
が、「薬価基準に収載されている場合は算定できない」ルールがあり、出荷調整等により散剤が入手で
きない場合の対応であっても加算は算定できません

医薬品供給問題を踏まえて要件が緩和されるか？

（参考）2023年11月8日の中医協総会資料をもとに日医工（株）が抜粋

自家製剤加算 嚥下困難者用製剤加算
○自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている
剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に
服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った次のような場
合であり、既制剤を単に小分けする場合は該当しない。

（イ）錠剤を粉砕して散剤とする。

○嚥下障害等があって、薬価基準に収載されている剤形では薬
剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を
砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。

・個々の患者に対して薬価基準に収載されている医薬品の剤形で
は対応できない場合は嚥下困難者用製剤加算を算定できない。

MPSコメント ・特に委員からの意見は出されず、自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算の要件の整理や、実情を踏まえた見直しが行われる可能性があります
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